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(57)【要約】
　外科医の指の関節運動をシミュレートすることを可能
にする内視鏡手術のための手術器具であって、これは剛
性チューブ（３）を備えており、その遠端は第１の節（
４）に関節化され、それが今度は第２の節（５）に関節
化されて、第１の節（４）の内部に位置する交差した導
管（１２）に収容されたケーブルによって剛体チューブ
（３）にリンクされ、第２の節（５）の動きを第１の節
（４）のそれにリンクし、その関節化がトランスミッシ
ョンバー（１１）の駆動によって生成され、剛体チュー
ブ（３）が、外科医によって器具の関節運動を駆動する
ためのコントローラ（２）を組み込んだグリップ（１）
に結合されることが可能で、これがフォーク（１４）を
駆動し、それが今度はトランスミッションバー（１１）
に作用する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡手術のための手術器具であって、剛性チューブ（３）を備えており、その遠端が
関節化された第1の節（４）を有し、これが今度はその遠端に、関節化された第２の節（
５）を有し、これが、第１の節（４）の内部に位置する交差ダクト（１２）に収容された
ケーブルによって前記剛性チューブ（３）にリンクされ、前記第２の節（５）の動きを前
記第１の節（４）のそれにリンクすることを特徴とする、内視鏡手術のための手術器具。
【請求項２】
　前記ダクト（１２）に収容された前記ケーブルの端が、外部アンカー孔（８）によって
前記剛性チューブ（３）の前記遠端に、且つ端アンカー孔（９）によって前記第２の節（
５）の近端に、固定されていることを特徴とする、請求項１に記載の内視鏡手術のための
手術器具。
【請求項３】
　前記剛性チューブ（３）の内部がトランスミッションロッド（１１）を収容し、これが
その遠端でリンク（１０）に接続され、これが今度はその反対の端によって前記第１の節
（４）に接続され、その関節化が前記トランスミッションロッド（１１）の駆動によって
生成されることを特徴とする、先行する請求項に記載の内視鏡手術のための手術器具。
【請求項４】
　前記剛性チューブ（３）が、前記器具の外科医による片手のみでの保持、把握、及び取
扱のために適切な構成を有するハンドル（１）に取り付け可能であることを特徴とする、
先行する請求項に記載の内視鏡手術のための手術器具。
【請求項５】
　前記ハンドル（５）が、外科医による器具の関節化された動きを駆動するためのコント
ローラ（２）を有しており、これがフォーク（１４）を操作し、これが今度は前記トラン
スミッションロッド（１１）に作用することを特徴とする、先行する請求項に記載の内視
鏡手術のための手術器具。
【請求項６】
　前記ハンドル（５）の内部に、前記コントローラ（２）の動きの精度を調節し且つ増す
ための少なくとも一つのばね又は他の何らかの等価な緩衝要素が備えられていることを特
徴とする、先行する請求項に記載の内視鏡手術のための手術器具。
【請求項７】
　前記剛性チューブ（３）が、それ自身の軸の周りを回転クラウン（１３）によって前記
ハンドル（１）に対して回転可能で、前記回転クラウンが前記ハンドル（１）と前記剛性
チューブ（３）との間の結合領域に位置されていることを特徴とする、先行する請求項に
記載の内視鏡手術のための手術器具。
【請求項８】
　前記回転クラウン（１３）が、前記剛性チューブ（３）の位置をロックするための少な
くとも一つのばね又は他の何らかの等価な緩衝手段を備える機構を収容していることを特
徴とする、先行する請求項に記載の内視鏡手術のための手術器具。
【請求項９】
　前記トランスミッションロッド（１１）を有する前記フォーク（１４）の駆動領域に初
期位置決めホイール（１５）が設けられており、これが、外科医による前記コントローラ
（２）の操作に先立って、前記第１の節（４）及び前記第２の節（５）の関節化の初期位
置を調節するために、前記フォーク（１４）の前記トランスミッションロッド（１１）に
対する位置調整を許容することを特徴とする、先行する請求項に記載の内視鏡手術のため
の手術器具。
【請求項１０】
　前記第１の節（４）及び前記第２の節（５）の前記剛性チューブ（３）の内部が内部軸
方向孔を有しており、これが、手術の間の液体の灌注及び吸引のタスクのためのダクトに
接続されていることを特徴とする、先行する請求項のいずれかに記載の内視鏡手術のため
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の手術器具。
【請求項１１】
　前記第２の節（５）の遠端が電気又は超音波メスの端子を組み込むように構成されてい
ることを特徴とする、先行する請求項のいずれかに記載の内視鏡手術のための手術器具。
【請求項１２】
　廃棄可能であることを特徴とする、先行する請求項のいずれかに記載の内視鏡手術のた
めの手術器具。
【請求項１３】
　前記剛性チューブ（３）の遠端がセンサを組み込んでおり、これが３次元空間の３つの
軸にしたがった伸長測定（エクステンショメトリック）ゲージからなり得て、前記器具に
働く力を電気信号に変換し、前記器具が患者にもたらしている力に関する情報を提供する
ことを特徴とする、先行する請求項のいずれかに記載の内視鏡手術のための手術器具。
【請求項１４】
　前記器具の駆動が、前記器具が遠隔手術作業にてリモートに駆動され得るようにロボッ
トによって実行されることを特徴とする、請求項１３に記載の内視鏡手術のための手術器
具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療分野、より具体的には、外科医によって単純に片手だけで制御される正
確な方法で患者の体腔の内部に挿入されたエレメントにて二重関節化を実行することがで
きる器具が必要とされる内視鏡手術に結び付いた作業にアプリケーションを有する、内視
鏡手術のための手術器具に関している。
【０００２】
　医療分野において、内視鏡アプローチのルートは、現在では腔内作業を実行するために
強化されてきており、伝統的に使用されてきた切開手術技法に対して数多くの利点を提供
する。内視鏡検査は、組織の腔又は管の視覚的検査を備えており、患者の体腔への侵襲を
最小化する技法として通常は適用され、且つそこを器具を収容するシースが通過する最小
の外科的切開による内視鏡の挿入によって実行される。冷光及びビデオカメラの組み込み
は、生検試料の単純な収集からそれを含む器官に対する完全な作業に至る範囲の治療的操
作が腹腔内で実行されることを可能にする。
【背景技術】
【０００３】
　腹部では、内視鏡及び器具の導入は、通常は剛性の又は半剛性のシースを用いて行われ
、これが腹壁を通過する。作業の間、それらは、ビルトインのバルブシステムのおかげで
、腔を膨張させるために使用されるガスの損失無しに、器具の交換を容易にする。
【０００４】
　同様に、腹腔鏡手術の特別な場合、すなわち、腹腔内での駆動のために使用される内視
鏡技法の場合、手術器具の使用は、普通は緩い結合組織の解剖学的空間の外科医による切
開のために必要とされ、そのために、異なるタイプのピンセット及びセパレータもまた使
用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　内視鏡検査による手術作業を実行するためのこのタイプの器具の設計は、通常は、器官
又は組織に対する内部駆動を許容する体腔内での外部からの操作のような、器具が達成で
きなければならない一連の機能要件によって決定される。この目的のために、これらの器
具は、外部から外科医によって制御される一連の動きを実行できなければならない。これ
らの条件における器具の取り扱いは、オペレータの操作能力を低減する。なぜなら、彼は
、器具を手に掴んで、彼の上腕の全関節を利用してガイドすることが出来ないからである
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。器具がそこを通って腔内に挿入されるカニューレの貫通点は、ボートの船体にオールを
固定するオール受けに対するオールと同様に、その動きを制約する。
【０００６】
　したがって、伝統的な剛性器具の代わりに、あるいはその補助として、手術操作を容易
にする関節化器具を組み込む傾向がある。これらの関節化器具は、それらが使用される手
術に応じて異なる技術的な特徴を有しており、それらのいくつかが以下に記述される。
【０００７】
　「アメリカ・ホスピタル・サプライ社」という機関によって保持されている米国特許第
US4,178,920号において、泌尿器科用の器具は、オペレータによって手作業で制御される
膀胱鏡検査における使用のための回り継手（スイベル）要素を備え、尿管の口へのカテー
テルの導入を容易にするために関節化されることが可能な単一要素を有すると定義されて
いる。この器具は、非常に限定された用途を有している。なぜなら、アクセスが困難な空
間での切開に対して、あるいは、切開手術作業にて外科医の指によってなされる運動をシ
ミュレートする器具が必要とされる場合に対しては、役に立たないからである。加えて、
関節化要素は、緩衝材なしに直接的に制御され、その動きの制御における精度があまり高
くなく、むしろ未発達であることを証明する結果となる。
【０００８】
　一方、「米国サージカルコーポレーション」という機関によって出願された米国特許第
US5,366,479号は、内視鏡検査で使用される他のタイプの器具を記述しており、これは手
術用ステープラからなり、先の場合のように、それを掴むためのハンドルの形態の領域を
有する一方で、この領域に結合した中空のロッド状要素があり、これは、軸に対する両方
向の回転が許容された関節化要素をその自由端に有している。この器具は、ステープルを
適用する手術で使用され、これらは、前記中空のロッドの内部における空間に収容されて
いる。
【０００９】
　ここで、この器具は、その技術的特徴及びその構成のために、両方向での関節化要素の
回転を許容するが、それは、回り継手（スイベル）要素の回転運動のみを許容するので、
前述の器具と同じ問題を提起する。すなわち、それは一つの関節のみを備えており、その
目的が厳密に、消化管の特定のセグメントの閉塞のためにステープルのラインを所定の位
置に設定することであることから、その使用が限定される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、内視鏡手術のための手術器具に関している。これは、例えば緩い結合組織の
腹部空間の切開の動きの機械的模倣を得るために、単純に外科医によって片手のみで制御
される二重関節を用いて切開手術作業にて外科医の指によって実行されるものを模倣する
動きの実行を全てが簡単且つ正確な方法で行うことを可能とする。
【００１１】
　その特徴を考慮して、本発明によって提案される手術器具は、内視鏡ルートを使用して
上腹及び下腹の両方に実行される作業に、特別な用途を有している。上腹に対する作業の
場合、これは例えば、胆嚢切除又は胃食道の基底襞（ひだ）切除、胃切除又は腎摘出に、
適用可能である。下半腹に対する作業の場合、この器具は、鼠頸ヘルニアの修復、腸骨の
リンパ節の切除又は前立腺の切除にて腹膜空間の切開を実行するために使用される。その
ために、この器具は、ジェスチャーの再出現のためにこれらが機械的に実行されることが
ベストであるように、指の動きを模倣する必要がある。
【００１２】
　上述の機能的な要件を満たすために、本発明の目的であるこの器具はハンドルを備えて
おり、これは、外科医によって片手のみで握られて取り扱われるために適切な形状を有し
ている。それには剛性チューブが取り付けられていて、これは器具の挿入部分であり、そ
の遠端には前記剛性チューブの端に対して関節化された第１の節を有する。前記第１の節
は、今度はその遠端に第２の節を有し、第２の節の関節化された動きは、交差ダクトに収
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容されたケーブルによって第１の節の関節化された動きにリンクされ、このようにして、
人間の指の関節化された動きを模倣する。
【００１３】
　この器具は片手でハンドルによって保持され、トリガの形態でハンドルに隣接した領域
に位置するコントローラの上に、例えば人差し指と中指とのように好ましくは２本の指を
置くことによって、制御される。トリガの前記コントローラを引くか又は押すことのいず
れかによって、軸方向の動きが行われ得る。
【００１４】
　ハンドルの内部は、コントローラの動きの精度を調節し且つ増す少なくとも一つのばね
又は他の何らかの等価な緩衝要素を保持している。これが操作フォークを駆動し、これが
今度はトランスミッションロッドを駆動し、これが線形の前進運動を行い、前記トランス
ミッションロッドはリンクに接続されて、このリンクが今度は、その反対側の端で第１の
節に接続されている。
【００１５】
　このようにして、外科医がコントローラを駆動すると、これがフォークによってトラン
スミッションロッドに作用して、剛性チューブの内部で線形前進運動をさせる一方、同時
に今度はトランスミッションロッドの端及びリンクに作用し、これが第１の節の屈曲運動
を生じさせ、第１の回転軸に対して旋回する。
【００１６】
　第２の節の動きは、それらの間に存在する接続のために第１の節の旋回運動の結果とし
て生じ、第２の節は第１の節から別個に、すなわち関節化されることなく、動きを実行す
ることができない。したがって、この器具は、剛性チューブの遠端の領域をリンクするケ
ーブルの配置を備えており、これらは、外部アンカー孔によって第２の節の近端の領域に
固定され、これらは端アンカー孔によって固定されている。前記ケーブルは、第１の節の
内部に位置する交差ダクトによって交差される。
【００１７】
　交差ケーブルダクトによって、第２の節は第１の節にうまく接続され、この動きが第１
の節に対する第２の節の相対運動を生成する結果となり、関節化が、回転方向の反対側に
位置するケーブルの駆動によって生成される第１の節の遠端に位置する第２の回転軸に関
して生じて、立体交差していることを通じて、第２の節の回転方向の側に駆動を生成し、
第１の節がその非関節化位置を回復するときに逆に作用し、これが、人間の指の節によっ
て実行される関節化された動きを模倣する動きを構成する。
【００１８】
　さらに、器具に、より大きな多用途性を提供する位置の優れた精度及び範囲を付与する
ために、剛性チューブ全体に、その固定位置又はハンドルに対して、それ自身の位置から
回転する可能性が与えられる。これは回転クラウンによって達成され、これは、前記剛性
チューブの取り付けのために設けられるハンドルの領域に位置している。この可能性は、
前記回転クラウンの内部に、少なくとも一つのばね又は何らかのその他の等価な緩衝手段
を備えた機構を有することによって具現化され、これが、外科医の裁量で、回転後に剛性
チューブが所与の位置にロックされ又は解除されることを許容し、前記剛性チューブは３
６０°の回転をすることができ、器具の全ての機能及び能力を維持しながら、回転の完全
な自由度が付与される。
【００１９】
　この可能性はまた、初期位置決め又はニュートラルホイールを、トランスミッションロ
ッドを有するフォークの駆動領域に有することでも具現化される。それを回転することに
よって、我々はトランスミッションに対するその位置を調整することができ、前記初期位
置決めホイールに対するフォークの位置が与えられると、我々は所与の初期位置を達成し
、そこで、第１の節及び第２の節は、特定のプロセスのために必要とされるときに、外科
医によるコントローラの操作に先立って関節化される。
【００２０】
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　このようにして、第１の節及び第２の節の初期又はニュートラル位置は、所与の関節化
を有する器具の前記節の同じ又は他の初期位置なしに、完全に直線状態を維持され得る。
器具が患者の体腔内にあるときに、それを引き抜く必要なく、コントローラに作用するこ
と無く、所与の関節化を有する初期位置を達成することさえ可能である。
【００２１】
　器具の多用途性を増すために、変形として、剛性チューブならびに第１及び第２の節の
両方における内部軸方向孔を提供する可能性が考えられ、これらは、手術の間に、液体の
灌注及び吸引のタスクを可能にするためにダクトに接続される。止血のような処置で使用
され得る当該技術状態で既知のタイプの電気又は超音波メスを、第２の節の遠端に組み込
むオプションもまた、具現化される。
【００２２】
　本発明の目的である器具で、遠隔手術作業において、リモートに操作されることができ
る、すなわち離れたところから使用されることを可能にする要素を組み込むことが考えら
れる。このために、外科医によってもたらされる力の作用がロボットによって置き換えら
れ、剛性チューブの遠端にセンサが設けられて、これは３次元空間の３つの軸に従った伸
長測定ゲージの配置からなり得る。これより、それらは器具に作用する力を電気信号に変
換し、器具が外科医によって握られているときに外科医の手が感じるのと同様に、器具に
作用している力、又は器具が患者にもたらしている力に関する情報を提供する。これは、
器具によって生成されている力の強さ及び動きの方向が、常に調節されることを可能にす
る。
【００２３】
　それゆえ、記述された本発明にしたがって、本発明によって提案される内視鏡手術のた
めの手術器具は、これまで使用されてきた内視鏡手術のための器具において進歩を提示し
、上記で説明された問題を完全に満足するやり方で解決し、これは、内視鏡検査ではアク
セスが困難な体腔の領域において、アクセス及びその単純な正確な駆動を外部から許容す
るために、二重関節化が与えられた多用途器具であり、人間の指の関節化をシミュレート
し、手術の過程でそれを患者の体腔から引き抜く必要なしに、器具の挿入部分の広範囲の
動きを容易にする。
【００２４】
　与えられた記述を補完し且つ本発明の特徴のより明瞭な理解を助けるために、上記の好
適な試料の実用的な実施形態にしたがって、我々は、前記の記述の一体化された一部分と
して、１セットの図面を添付する。これらは、情報的且つ非制約的な目的で提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　前述の特徴を考慮して、本発明の可能な実施形態の一つにおいて、内視鏡手術のための
手術器具が剛性チューブ（３）を備え、その遠端が第１の回転軸（６）に対して関節化さ
れた第１の節（４）を有し、これが今度は、その遠端において、第２の回転軸（７）に対
して関節化された第２の節（５）を有している。
【００２６】
　剛性チューブ（３）の内部はトランスミッションロッド（１１）を収容し、これがその
遠端でリンク（１０）に接続され、前記リンクが今度はその反対の端によって第１の節（
４）に接続され、このトランスミッションロッド（１１）の駆動が、器具の節（４）及び
（５）の関節化を生成する。
【００２７】
　第２の節（５）の動きが、第１の節（４）の内部に位置する交差ダクト（１２）に収容
されたケーブルによって第１の節（４）のそれにリンクされ、これが、外部アンカー孔（
８）によって剛性チューブ（３）の遠端に、且つ端アンカー孔（９）によって第２の節（
５）の近端に、固定されている。
【００２８】
　剛性チューブ（３）はハンドル（１）に取り付け可能で、これは、器具の外科医の片手
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のみによる保持、把握、及び取扱のために適切な構成を有する。これはコントローラ（２
）を有しており、これが、通常は指で操作されるとフォーク（１４）を駆動し、これが今
度は、その操作のためにトランスミッションロッド（１１）を駆動する。
【００２９】
　ハンドル（１）の内部に、コントローラ（２）の動きの精度を調節し且つ増す少なくと
も一つのばね（図示しない）又は他の何らかの等価な緩衝要素が設けられる可能性が具現
化される。
【００３０】
　さらに、位置の優れた精度及び範囲を器具に付与するために、回転クラウン（１３）に
よってハンドル（１）に対して剛性チューブ（３）をその軸の周りに回転させることに関
連付けて、回転クラウンはハンドル（１）と剛性チューブ（３）との間の取り付け領域に
設けられる。
【００３１】
　オプションとして、前記回転クラウン（１３）の内部に、剛性チューブ（３）の位置を
ロックするための少なくとも一つのばね又は何らかのその他の等価な緩衝手段を備えた機
構－描かれていない－を有することも考えられる。
【００３２】
　初期位置決めホイール（１５）を、トランスミッションロッド（１１）を有するフォー
ク（１４）の駆動領域に有する可能性も具現化され、これは、トランスミッションロッド
（１１）に対するフォーク（１４）の位置の調整を可能とし、外科医によるコントローラ
（２）の操作に先立って、第１の節（４）及び第２の節（５）の関節化の初期位置の調節
を可能とする。
【００３３】
　変形として、剛性チューブ（３）ならびに第１の節（４）及び第２の節（５）の両方に
内部軸方向孔を提供する可能性が考えられ、これらは、手術の間に、液体の灌注及び吸引
のタスクが実行されることを可能にするために、ダクト（図示しない）への接続を可能と
する。
【００３４】
　オプションとして、第２の節（５）の遠端に、当該技術状態で既知のタイプの電気又は
超音波メスの端子を組み込むオプションがまた具現化され、これは、上記器具による電気
凝固止血を容易にし得る。
【００３５】
　この器具では、遠隔手術操作において、リモートに操作されることを可能にする要素を
組み込むことも考えられ、器具の駆動のために外科医によってもたらされる力が、ロボッ
トによって与えられることを可能とし、剛性チューブ（３）の遠端にセンサが設けられて
、これは３次元空間の３つの軸に従った伸長測定ゲージの配置からなり得て、器具に作用
する力を電気信号に変換し、器具が患者にもたらしている力に関する情報を提供する。こ
れより、器具によって生成されている力の強さ及び動きの方向が、常に調節されることを
可能にする。
【００３６】
　これが廃棄可能であること、且つ一つの作業のみで使用されることを意図して作製され
る可能性がまた、考えられる。この場合、器具はシールされて、その分解を許容せず、し
たがって再利用のための正しい再滅菌を許容しない。
【００３７】
　本明細書及び図面のセットを考慮すると、本件の専門家は、記述されてきた本発明の実
施形態が本発明の目的の範囲内で様々なやり方で組み合わせられ得ることを理解すること
ができるであろう。本発明は、そのいくつかの好適な実施形態にしたがって記述されてき
たが、本件の専門家にとっては、複数の変形が、請求されている本発明の目的を超えるこ
となく、前記好適な実施形態に導入され得ることが明らかであろう。
【図面の簡単な説明】



(8) JP 2009-528150 A 2009.8.6

【００３８】
【図１】本発明の目的である内視鏡手術のための手術器具の斜視図を示す。
【図２】内部の構成要素を示すために外表面が透明に描かれている斜視図を示しており、
ここで我々は、器具の第１の節及び第２の節、ならびに剛性チューブの端領域に対応した
近接図を観察し得る。

【図１】 【図２】
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